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平成２８年 ４月１９日  

所 管   市 長 公 室 企 画 部   

 

件  名 甲南大学との包括的な連携協定の締結について 

経 過 ・ 現 状 

 

政 策 課 題 

【経過】 

平成27年 5月 甲南大学と公開講座や堺市域の活性化のための学生研究活動などで

連携事業を開始 

【現状】 

平成 27 年度の取り組み実績を踏まえ、平成 28 年度も引き続き連携事業を行うことを

予定しており、包括的な連携協定の締結を機会に総合大学である甲南大学との更なる連

携が期待できる。 

 

【参考（包括連携協定締結）】 

平成19年12月 大阪大学 

平成20年4月 大阪府立大学 

平成20年8月 関西大学 

平成26年3月 西区と羽衣国際大学 

平成26年4月 プール学院大学・プール学院大学短期大学部 
 

 

対 応 方 針 

 

今 後 の 取 組 

（ 案 ） 

【対応方針】 

包括的な連携協定を締結することで、今後より相互の連携を強化し、歴史的・文化的

資源の活用及び知的資源の交流を図り、各事業分野において市と大学双方の発展と充実

に寄与し、地域連携を積極的に推進する。 

 

【連携・協力する事業分野】 

(1) 産業、科学技術、環境に関する分野 

(2) スポーツ、健康に関する分野 

(3) 文化、歴史及び異文化交流に関する分野 

(4) 子育て、教育支援、人材育成に関する分野 

(5) その他、双方が有益にして必要と認める分野 

 

【今後の取組】 

平成２７年度の取組実績を踏まえ、平成２８年度は以下の主な取組内容について検討

し、実施する予定。 

①公開講座について 

前年度実施した４回の公開講座を踏まえ、引き続き「堺市の魅力・甲南の魅力」に

ついて、今年度は甲南大学と堺市内で１回ずつ、年２回実施する予定。 

 

②学生研究支援プロジェクトについて 

前年度、実施した「学生研究支援プロジェクト」における堺市内の中小企業等への

フィールドワークを継続して実施します。甲南大学内で堺市に関連する課題テーマに

ついて、調査研究活動に参加する学生を募集し、堺市の概要や課題を学び、現地での

フィールドワークを経て、学生ならではの視点で設定課題の解決に向けた提案書をま



とめ、堺市長にプレゼンテーションを行う。 

 

③科目提供について（堺市職員等による授業での講義） 

甲南大学で2016年度に新設する「キャリア創生共通科目：地域を知る」において、

甲南大学生２年次以上を対象に「文化」、「歴史」、「産業」などをテーマとした「堺市

の魅力や現状」について、堺市職員や関係者による講座提供を行う予定。（2017年度実

施予定） 

 

④堺市内の中小企業との連携について 

前年度に実施した甲南大学実験ラボツアーに続く展開として、今年度は公益財団法

人堺市産業振興センターとの連携の下、中小企業の抱える課題解決のために、堺市内

で開催される各種業界・団体の研修会等において、関連する研究テーマを持つ甲南大

学教員を派遣することにより、産学連携活動の活性化を図る予定。 

 

その他、甲南大学の大学院生の研究活動における連携や甲南大学生の堺市役所での短

期型インターンシップ等の可能性についても、双方で検討していく予定。 

 

【協定締結予定日】 

平成28年4月26日 

効 果 の 想 定 包括連携により効果的な施策の推進や行政課題の解決、地域の更なる発展につながる。 

関 係 局 と の 

政 策 連 携 
全庁 

  



基 本 協 定 書（案） 

堺市と甲南大学（以下「双方」という。）は、双方の包括的な連携協力について、次のとお

り協定する。 

 

（目的） 

第１条 双方は、包括的な連携のもと、歴史的・文化的資源の活用及び知的・人的資源の交

流を図り、教育、まちづくり、文化、産業等の分野において、双方の発展と充実に寄与し、

地域連携を積極的に推進する。 

（事業分野） 

第２条 双方は、前条に定める目的を実現するために、次に掲げる分野について連携・協力

する。 

（１） 産業、科学技術、環境に関する分野 

（２） スポーツ、健康に関する分野 

（３） 文化、歴史及び異文化交流に関する分野 

（４） 子育て、教育支援、人材育成に関する分野 

（５）その他、双方が有益にして必要と認める分野 

（連絡調整窓口） 

第３条 前条の事項の円滑かつ効果的な推進のために、双方で構成する連絡調整窓口を設置

する。 

２ 連絡調整窓口に関して必要な事項は別に定める。 

（経費） 

第４条 第２条に定める事項の実施に要する経費は、原則として双方において各々応分に負

担することとする。 

（協定期間） 

第５条 この協定書の有効期間は、協定締結の日から３年間とする。ただし、本協定の有効

期間満了日の３ヶ月前までに、双方のいずれからも書面をもって改廃の申し入れがないと

きは、さらに３年間更新するものとし、その後も同様とする。 

（その他） 

第６条 この協定書に定める事項に関する細目については、別途協議して定めることとする。 

２ この協定書に定める事項について疑義が生じた場合及び協定書に定めのない事項につい

ては、双方が誠意をもって協議して定めることとする。 

 

本協定締結の証として、本協定書２通を作成し、署名捺印の上、各々１通を所持する。 

 

平成２８年 月 日 

 

堺市長  甲南大学 

学長 

 

 


